
職場内で回覧して下さい

第929号

令和8年
2026

● 【ご案内】最低賃金の上昇により、週20時間以上働く短時間労働者は、
健康保険・厚生年金保険の加入要件に係る賃金要件を意識する必要がなくなります

● 【ご案内】 国民年金第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった場合は
手続きが必要です

● 【ご案内】社会保険料額情報や各種通知書の受け取りはオンライン事業所
年金情報サービスが便利でおすすめ！ 1

適用事業所数

船舶所有者数

被保険者数

男性

女性

船員

厚生年金 健康保険

62,203 61,256

245 316

509,431人 381,123人

356,684人 274,379人

 3,098人 3,379人

広島県の状況

● 年金だより

● 電子申請サービスが始まります！

令和7年11月末

● マイナ保険証・資格確認書で医療機関を受診しましょう

● 【ご案内】労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者
の認定における年間収入の取扱いについて

● 令和8年度から生活習慣病予防健診が変更されます！

● ひろしま企業健康宣言　エントリー募集中
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